
Information  ４月 〒731-4293　広島県安芸郡熊野町中溝5-17-1
TEL：（082）855-3010 FAX：（082）855-3011
開館時間 10：00～17：00（入館は16：30まで）
URL：https://fude.or.jp
Shopping site：https://kumanofude.com

◆入館料◆
　大人‥800（600）円　小中高生‥250（200）円
　PAL会員、未就学児‥無料
　※（　）は20人以上の団体料金
　※５月５日（金・こどもの日）は小中学生入館無料

相　談 ～各種相談についての秘密は厳守します。気軽にご相談ください～

相　談 日時・場所 相談員 内　容 申込・問い合わせ先

人権
ホットライン

4/18㈫10：00～12：00
　　　　 13：00～15：00
電話相談のみ

人権擁護委員 人権侵害、身の
回りの悩み事

生活環境課
　 820－５６０６

無料行政相談 4/19㈬10：00～12：00
中央ふれあい館 行政相談委員 行政全般に対す

る意見、要望
総務課
　 820－５６０１

無料法律相談

5/11㈭13：15～17：00
熊野町役場
※ 相談内容によっては受けられ
ない場合があります。

弁護士

法律問題の相談
（予約制）
※１組40分以内
※ 相談に関する書類
がある人は持参

生活環境課
　　 820－５６０６
　　（８：30～17：00）
※ 4/20から予約受付開
始（土日祝を除く）

消費生活相談

月～金曜日10：00～12：00
　　　　　　13：00～16：00
　※月、水曜日は相談員が対応。
生活環境課

消費生活相談員
（月曜日と水曜日のみ）消費者トラブル

 熊野町消費生活相談
窓口（生活環境課内）
　 820－５６３６

　　　　　　※当日、咳や発熱などの体調不良の人は来所をお控えください。

宮廷文化を彩る絵画～筆跡がつなぐ歴史と伝統～
４月29日（土・祝）～６月11日㈰ 前期‥４月29日（土・祝）～５月21日㈰
　※会期中一部作品の入れ替えがあります。 後期‥５月23日㈫～６月11日㈰

◆ご注意◆災害や新型コロナウイルス感染の状況に
より、内容や日程を予告なく変更することがありま
す。開催の有無は、来館前にホームページを確認、また
は電話で問い合わせください。

茶の湯を楽しむ★

５月３日（水・祝）10：30～
　６席（各回25分）
中学生以上　 各回５人（要申込）
800円（要入館料）

香
かおり

を楽しむ★

５月４日（木・祝）
　11：00～12：30、14：00～15：30
中学生以上　 各回10人（要申込）
1,000円（要入館料）
日之賣藍（香道弄清会）

雅楽を楽しむ★

５月５日（金・祝）
　13：30～14：30
小学生以上
50人（要申込）
500円（要入館料）
広島雅楽会

講演会「陽明文庫の絵画について」

４月29日（土・祝）13：30～15：00
70人（要申込）　 無料（要入館料）
名和修（公益財団法人陽明文庫文庫長）

講演会「近衞家が伝えた牛車絵巻」

　中世の貴族が乗っていた牛車について、陽明
文庫の「車図」などを使いながら具体的にわか
りやすく解説します。

５月３日（水・祝）13：30～14：30
70人（要申込）　 無料（要入館料）
木村真美子（学習院大学史料館客員研究員）

　宮廷の中心的役割を担った五摂家筆頭の近衞家。
その古文書や美術品を保存管理する京都・陽明文
庫の絵画作品を中心に宮廷文化の歴史と伝統を紹
介します。
◀ 「年中行事絵巻（内宴）」原在明筆　江戸時代　（陽明文庫蔵）

◀重要文化財「車図」
　  鎌倉時代（陽明文
庫蔵）

令和５年度　筆の里PAL会員募集中
　展覧会や教室など、筆の里工房の事業
に賛同して一緒に盛り上げてくれる人を
募集しています。入館料免除のほか、会
員向けのイベントや特典もあります。

新規入会キャンペーンは
　５月５日（金・祝）まで

「★」はPAL会員価格あり

工房の展覧会が企画賞を受賞しました
　令和４年秋の展覧会「だるまさんといっ
しょ」が、一般社団法人日本アート評価保存協
会の第10回秀逸企画賞を受賞しました。

幸せを運ぶ玩具展
４月16日㈰まで

　個性的で楽しい郷土玩
具500点が一堂に。会場
で可愛く不思議な玩具た
ちがお待ちしています。
お見逃しなく。

※写真はイメージ

　新たに26手続きの電子申請が可能となりました。（申請にはマイナンバーカードが必要です）
　　○子育て関係‥ 14手続き  　児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求など
　　○介護関係‥ 11手続き  　要介護／要支援認定の申請など
　　○健康（母子健康）関係‥ １手続き  　妊娠の届出
政策企画課 820－５６３４

お知らせ 電子申請（マイナポータル申請サービス）でできる手続きが増えました

　熊野町電子申請システム「広島県・市町共同利用型電子申請サービス」にて、次の８つの 
証明書が申請できるようになりました。
　（１）住民票の写し　　　　　　　（２）住民票記載事項証明書　（３）印鑑登録証明書
　（４）戸籍（個人）事項証明書　　（５）戸籍の附表（全部・一部）の写し
　（６）町県民税所得・課税証明書　（７）納税証明書　　　　　　（８）滞納がないことの証明書

 政策企画課 820－５６３４

お知らせ 自宅から電子申請で証明書が申請できるようになりました

電子申請の流れ

②本人確認
マイナンバーカードで
電子署名（本人確認）
をする。
※ 本人のみ申請可能で
代理申請は不可。

③決済
役場から内容確認済み
メールが届いたら、キャッ
シュレス決済を行う。

④到着
決済後一週間を目途
に、申請者の自宅に証
明書が届きます。

①申請
町ホームページまたは
町公式LINEから「熊
野町電子申請サービ
ス」へアクセスして申
請をする。 利用可能な

キャッシュレス決済
・キャリア決済
・クレジットカード
・Pay Pay
・LINE Pay

24時間申請
できるリン♪

 

自宅 

町ホームページ
「電子申請手続き一覧」

マイナポータル
申請サービス

－ 17 －　－ Public Information: ＫＵＭＡＮＯ－　'23/４月号 － Public Information: ＫＵＭＡＮＯ－　'23/４月号　－ 16 －熊野町の火災と救急
－令和５年２月中－

火災件数  1件
救急件数104件

　死傷者 0人
搬送人員79人

※緊急車両の通行に支障となる不法駐車はやめましょう。


